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 記者発表資料（３）                      福 島 市  
 

令和７年５月３０日 

戸籍に氏名の振り仮名が追加されます 

 

令和７年５月２６日改正戸籍法施行により、氏名の振り仮名届を受け付けます。 

記 

１．概要 

 令和 7年 5月 26日の改正戸籍法施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加さ

れます。戸籍に記載されることにより、住民票や戸籍の附票などにも氏名の振り仮名が公証

されます。 

 

２．手続きの流れ  

（１）記載を予定する振り仮名の通知 

対   象：法施行日令和 7年5月26日時点で戸籍に記載のある方 

送付時期：令和 7年5月26日以降速やかに送付 

通知する者：本籍地の市区町村長 

通 知 先：原則、戸籍の筆頭者へ送付 

通知内容：筆頭者等へ記載を予定する氏名の振り仮名 

※記載内容を必ずご確認下さい。 

⚫ 福島市の通知発送予定日は7月下旬を予定しています（発送見込数：約１５万通）。 

⚫ 通知は、圧着はがきで国の仕様に準拠したものを送付します。 

 

（２）振り仮名の届出 

通知の振り仮名が誤っているとき：必ず正しい振り仮名を届け出てください。 

通知の振り仮名が正しいとき：届出不要 

（令和８年５月２６日以降に通知の振り仮名が戸籍に記載されます。） 

⚫ 通知が届いていなくても振り仮名の届出ができます。 

⚫ 届出された振り仮名を変更するには家庭裁判所の許可が必要となります。 

※令和 7年 5月 26日以降に出生届を提出した子（出生した子）は、その届出の際に

記載した振り仮名が記載されます。 

※令和 7年 5月 26日以降に、婚姻、離婚、戸籍法 77条の 2の届、転籍届を出す際

に、申出により振り仮名の届出もすることができます（届出人資格が必要）。 

 

（３）戸籍・住民票への記載（振り仮名の公証開始） 

   届出した方は順次記載 

届出期間中に届出のなかった方は、市区町村長が記載を予定する振り仮名を記載します。 
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３．届出期間 

令和７年５月２６日（月）から令和８年５月２５日（金）までの 1年間 

 

４．届出先・届出方法 

  ① 本籍地市町村、住所地市町村の戸籍窓口へ届出（紙による届出） 

② 本籍地市町村へ郵送 

③ マイナポータルによる届出 

     

５．福島市の対応 

  通知発送予定：令和７年７月下旬 

  受付窓口：本庁市民課、各支所、茂庭出張所の各窓口 

  その他、特設受付窓口を開設します。 

      〇 氏名振り仮名届出特設受付窓口 

場  所：本庁１Fロビー ３窓口 

開設期間：令和７年７月１６日（水）～同１０月１６日（木） 

       対応内容：氏名振り仮名届の受領、届出に関する案内 

 

６．法務省コールセンターの開設 

 〇 制度内容やマイナポータルの手続き方法等についてのお問い合わせ先 

［法務省コールセンター］ ☎0570-05-0310（専用コールセンター） 
※令和7年5月26日（月曜日）～令和8年5月26日（火曜日）の午前8時30分～午後5時15分 

土日曜祝日、年末年始（令和7年12月30日～令和8年1月3日）は除く 

詳しくは法務省ホームページをご覧ください（https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html） 

    
 

７．その他ご留意いただきたいこと 

 振り仮名を変更した場合は、各種行政手続きなどの変更の手続きについてご確認くだ

さい。 

 年金を受給されている方は、年金受取口座との整合性や年金手続きで登録している氏

名振り仮名と異なることにより年金支給が停止される可能性もあることから、年金事

務所に必要な手続きについてご確認ください。 

 届出に手数料はかかりません。金銭を要求するような詐欺などにはご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

担当：市民・文化スポーツ部 市民課 

   課長 大槻、戸籍係長 丹治 

   電話024-525-37３３（直通） 

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html


戸籍に氏名の振り仮名が追加されます

・令和７年５月２６日改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
・戸籍の届出により、住民票や戸籍の附票にも氏名の振り仮名が公証されます。
・記載する対象は、改正法施行時点で戸籍に記載のある方。

概要

手続きの流れ
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振り仮名の届出期間：令和７年５月２６日～令和８年５月２５日

送付先：戸籍の筆頭者
※筆頭者除籍のとき、②在籍する
配偶者、③在籍者の順の宛名で送
付。住所が異なるものには別送。

福島市発送予定

７月下旬

※婚姻・離婚・戸籍法第77条の2の届、転籍届の際
にあわせて申出で振り仮名の届出可能です

氏名振り仮名通知送付

必ず通知記載の振り仮名を確認

通知の内容が誤っている通知の内容が正しい

届出不要
（R8.5.26以降に市町村長が記載）

氏または名の
振り仮名届を提出

YES NO

【届出方法】
1. 紙による届出
2. 本籍地市区町村に郵送
3. マイナポータルから届出

※届書用紙は法務省、市HPから
ダウンロードできます。

【マイナポータルのメリット】
• スマホから届出可能
• 届出可能な方の名前が表示される
• 記載予定の振り仮名が確認できる
• 届出可能な届がまとめて届出可能

通知が届く前で
も届出できます

発送通数 約15万通



通知書の様式 表面（国標準様式）
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通知書の様式 裏面（国標準様式）
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振り仮名記後の戸籍（サンプル）
〔例：氏と名両方届出した場合の表示〕

【氏名の振り仮名について】
「氏名として用いられる文字の読み
方として一般に認められているもの
でなければならない」とされました。
→漢和辞典など一般の辞典に掲載さ
れているものは幅広く認められると
されています。
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戸籍の振り仮名対応について

電話番号０５７０－０５－０３１０

内容：制度内容の説明やマイナポータル手続方法等

対応時間：午前８時３０分～午後５時１５分

開設期間：令和7年5月26日(月)～令和8年5月26日(火)

※土日祝日、年末年始（R7.12.30～R8.1.3）を除く

①市民課及び支所、茂庭出張所にて届出受付（通常戸籍届と同様）

②振り仮名届特設受付窓口を開設（本庁1Fﾛﾋﾞｰ、開設期間 R7.7.16～R7.10.16）

→氏名振り仮名届の受領、届出案内

福島市の対応

法務省コールセンター
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ご留意いただきたいこと

• 振り仮名を変更した場合は、行政サービス

等の手続きの要否をご確認ください。

• 【年金受給者の方】届出で振り仮名を変更

した場合は、銀行口座名義変更と年金事務

所への届出を忘れずにしましょう。

• 届出は手数料不要。詐欺にご注意ください。



法務省周知チラシ
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